
保険証が使える期間を確認しましょう

協会けんぽに加入の皆さまへ

退職されたら保険証は

事業主に して
くださいください返 却

保険証が使用できるのは
退職日までです。

●家族（被扶養者）がいる場合、家族の保険証も一緒に返却をお願いします。
●退職日の翌日以降に保険証を使用された場合は後日、保険医療分（7～9割）を協会けんぽに返還していただく
　ことになります。返還に応じていただけない場合には、裁判所への支払督促等、法的手続きを行います。

会社で働く加入者本人（被保険者）

被保険者の家族（被扶養者）

保険証が使えなくなります

保険証が使えなくなります

●退職した翌日から　●75歳になった日から

●被扶養者の条件を満たさず、扶養されなくなった日から
●被保険者が退職した翌日から
●75歳になった日から

保険証が使えるようになります

保険証が使えるようになります

●会社に入社した日から

●収入などの条件を満たし、
　被扶養者の認定を受けた日から

三重支部
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記号
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男
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太郎氏名
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性別
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事業所名称

保険者番号
全国健康保険協会　三重支部
津市栄町4-255

保険者名称
保険者所在地

株式会社○○○○○○○○

21700023 番号 1 （枝番）00

（被保険者）
令和  2年  4月10日交付被保険者証
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